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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年12月19日(2019.12.19)

【公開番号】特開2017-107200(P2017-107200A)
【公開日】平成29年6月15日(2017.6.15)
【年通号数】公開・登録公報2017-022
【出願番号】特願2016-235150(P2016-235150)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/22     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  17/28     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  41/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   4/02     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/40     (2018.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/22     　　　　
   Ｃ０３Ｃ   17/28     　　　Ａ
   Ｃ０１Ｇ   41/00     　　　Ａ
   Ｃ０９Ｄ    4/02     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/12     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   27/18     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月11日(2019.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
［ａ］熱線遮蔽フィルムおよび熱線遮蔽ガラス製造に好ましい熱線遮蔽微粒子
（複合タングステン酸化物微粒子）
　本発明に係る熱線遮蔽微粒子は、複合タングステン酸化物微粒子による光吸収のみを算
出したときの可視光透過率が８５％のときに、波長８００～９００ｎｍにおける透過率の
平均値が３０％以上６０％以下であり、且つ、波長１２００～１５００ｎｍの範囲におけ
る透過率の平均値が２０％以下であり、且つ、波長２１００ｎｍの透過率が２２％以下で
ある複合タングステン酸化物微粒子である。
　そして、一般式ＭｘＷＯｙで表記したとき、元素ＭはＣｓ、Ｒｂ、Ｋ、Ｔｌ、Ｂａから
選択される１種類以上の元素であり、Ｗはタングステンであり、Ｏは酸素である。そして
、０．１≦ｘ≦０．５、２．２≦ｙ≦３．０を満たす複合タングステン酸化物微粒子であ
る。
　さらに、六方晶系の結晶構造を有する複合タングステン酸化物微粒子であって、ｃ軸の
格子定数が７．５６Å以上８．８２Å以下であることを特徴とする熱線遮蔽微粒子である
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００５７】
  （３）紫外線吸収剤
本発明に係る熱線遮蔽微粒子分散液が、さらに紫外線吸収剤を含有することで、紫外領域
の光をさらにカットすることが可能となり、温度上昇の抑止効果を高めることができる。
また、本発明に係る熱線遮蔽微粒子分散液が紫外線吸収剤を含有することで、当該熱線遮
蔽微粒子分散液を用いて作製した熱線遮蔽フィルムを貼付した窓を有する自動車車内や建
造物内部の人間や内装などに対する紫外線の影響、日焼けや家具、内装の劣化などを抑制
できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
  （４）光安定化剤
  また、本発明に係る熱線遮蔽微粒子分散液は、さらにヒンダードアミン系光安定化剤（
本発明において、単に「ＨＡＬＳ」と記載する場合がある。）を含有することもできる。
  上述したように、本発明に係る熱線遮蔽微粒子分散液を用いて作製した熱線遮蔽フィル
ム等において、紫外線吸収剤を含有することで紫外線吸収能力を高めることができる。
  しかし本発明に係る熱線遮蔽微粒子分散液や熱線遮蔽フィルム等が実用される環境や、
紫外線吸収剤の種類によっては、長時間の使用に伴って紫外線吸収剤が劣化し、紫外線吸
収能力が低下してしまう場合がある。これに対して、本発明に係る熱線遮蔽微粒子分散液
がＨＡＬＳを含有することで、紫外線吸収剤の劣化を防止し、本発明に係る熱線遮蔽微粒
子分散液や熱線遮蔽フィルム等の紫外線吸収能力の維持に寄与することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
  また上述したように、本発明に係る熱線遮蔽フィルムにおいては、強力な紫外線の長期
暴露により透過率が低下する光着色現象を生じることがある。そこで、本発明に係る熱線
遮蔽微粒子分散液にＨＡＬＳを含有させて、熱線遮蔽フィルムを作製することで、紫外線
吸収剤やアミノ基を有する金属カップリング剤を添加した場合と同様に、光着色現象の発
生を抑制することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
  尚、本発明に係る熱線遮蔽フィルムにおいてＨＡＬＳを含有することによる、光着色現
象を抑制する効果は、アミノ基を有する金属カップリング剤の添加による光着色現象を抑
制する効果とは、明確に異なる機構に基づくものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
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　上記の透過率プロファイルの限定値は、一般に元素Ｍを除けばこれと等価な組成を有す
る従来の技術に係る複合タングステン酸化物微粒子を用いた場合の透過プロファイルに比
べて、１２００～１５００ｎｍ範囲に存在する透過率の平均値を大きく上げることなく、
可視光透過バンドの幅が長波長側に広がっており、より高い８００～９００ｎｍ範囲の透
過率を持つものである。上記の透過率プロファイルの限定値は、同一の組成と濃度を持つ
複合タングステン酸化物微粒子を用いてもある一定の幅を持つものであり、それは微粒子
のサイズや形状、凝集状態、および分散剤を含む分散溶媒の屈折率などによっても変化し
うるものであることには注意を要する。
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